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   第 ６ 回  熊本県議会  経済環境常任委員会会議記録 

 

平成26年11月７日(金曜日) 

            午前９時59分開議   

            午前10時39分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 報告事項 

  ①熊本県の水銀フリー推進に関する取組 

   状況について 

  ②天草市天草町高浜地区における株式会 

   社エコアッシュのプラント建設に係る 

   請願に対する取組状況について 

  ③熊本県よろず支援拠点における支援状 

   況について 

  ④荒瀬ダム撤去について 

  ――――――――――――――― 

出席委員（６人） 
        委 員 長 山 口 ゆたか 
        副委員長 橋 口 海 平 
        委  員 城 下 広 作 
        委  員 鎌 田   聡 
        委  員 重 村   栄 

        委  員 佐 藤 雅 司 

欠席委員（１人） 

        委  員 西 岡 勝 成 
委員外議員（なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 環境生活部 

          部長 谷 﨑 淳 一 

       政策審議監 田 代 裕 信 

        環境局長 村 山 栄 一 

      環境政策課長 正 木 祐 輔 

      首席審議員兼 

   水俣病保健課長代理 小 原 雅 之 

      首席審議員兼 

     廃棄物対策課長 坂 本 孝 広 

 商工観光労働部 

      総括審議員兼 

政策審議監兼商工政策課長 髙 口 義 幸 

     新産業振興局長 奥 薗 惣 幸 

      産業支援課長 古 森 美津代 

 企業局 

          局長 古 里 政 信 

   次長兼総務経営課長 五 嶋 道 也 

        工務課長 福 原 俊 明 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 小 夏   香 

   政務調査課課長補佐 春 日 潤 一 

   ――――――――――――――― 
  午前９時59分開議 

○山口ゆたか委員長 それでは、ただいまか

ら第６回経済環境常任委員会を開会いたしま

す。 

 西岡委員からは、本日欠席の旨連絡があっ

ておりますので、お伝えいたします。 

 それでは、早速報告事項に入ります。 

 報告の申し出が、環境生活部から２件、商

工観光労働部から１件、企業局から１件あっ

ております。それぞれの担当課長から説明を

受けた後に、一括して質疑を受けたいと思い

ます。執行部の説明は着座のままで簡潔に行

ってください。 

 それでは、報告１から資料の順に沿って説

明をお願いします。 

 

○正木環境政策課長 環境政策課でございま

す。 

 熊本県の水銀フリー推進に関する取り組み

状況について御説明いたします。 

 資料をごらんください。 

 水銀フリーにつきましては、ことしの２月

議会で予算の議決をいただき、今年度から事

業を行っているところですが、半年が経過し
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ましたので、中間報告として今年度の進捗状

況について御報告させていただきます。 

 まず、言葉の意味ですが、水銀フリーと

は、上の箱に書いていますが、「水銀が含ま

れる製品をできるだけ使わないようにし、ま

た、使用済みの製品を適正に廃棄することに

より、最終的に水銀が使われなくなる状態」

を指して使っております。 

 １をごらんいただきまして、振り返りにな

りますが、昨年の10月10日に、水銀に関する

水俣条約が全会一致で採択されました。 

 (2)に条約の主な内容を書いていますが、

①にあるように、一部の水銀含有製品は、製

造、輸出入が原則禁止されること、また、②

にあるように、金属水銀の輸出は原則禁止さ

れること等が定められています。 

 続いて、２ですが、今年度県で有識者によ

る検討会を設け、水銀含有製品の使用削減、

水銀含有廃棄物の回収、処理のあり方等につ

いて議論してもらっているところです。 

 (2)に検討会の開催状況を載せております

が、これまで３回開催し、最終的には来年２

月ごろに開催予定の第４回で提言の最終取り

まとめをする予定です。 

 同じページのその上の欄にありますが、10

月21日に開催した第３回では、検討会提言の

中間取りまとめ素案について議論いただいて

います。第３回のところの米印で書いており

ますが、現在、検討会で出された意見を反映

する作業中でして、11月中旬に中間取りまと

めとして取りまとまる予定でございます。 

 それでは、２ページの(3)をごらんくださ

い。 

 今述べた中間取りまとめについて、あくま

で議論の途中段階のものですが、簡単に現時

点での案の概要を御説明します。 

 ①が、県が取り組むべき主な事項ですが、

そこでは水銀を使用しない代替製品などの普

及啓発、水銀含有製品の廃棄方法等について

の研修会の開催、また、②国が取り組むべき

主な事項として、２ポツ目ですが、水銀回収

を義務づける品目の明確化等が記される予定

でございます。 

 県としては、この提言を受け、今後県とし

て何に取り組むべきかを財政当局と協議した

上で、来年度予算として議会に御提案させて

いただく予定でございます。 

 ３、国内外への情報発信をごらんくださ

い。 

 (1)ですが、先月の10月18日に、水俣市に

て、水俣条約１周年フォーラムを環境省、水

俣市とともに開催しました。中学生向けのセ

ミナーですが、内容としては、①にあるよう

に、知事メッセージやくまモンクイズ、④に

あるように、さかなクンの講演などを行った

ところでございます。 

 ３ページをごらんいただきまして、(2)で

すが、世界に向けた情報発信として、今月の

３日から本日７日までタイで開催されている

国際会議において、先ほどの１周年フォーラ

ムで中学生が作成したメッセージ等を発信し

ております。 

 ４、海外の水銀専門家の育成支援をごらん

ください。 

 水銀に関する環境対策が必要と考えられる

国から留学生を招致し、水銀について学んで

もらっています。今年度は13名から事前相談

があり、５名が出願、２名が合格し、熊本県

立大学に入学されました。 

 ５、水銀フリー社会の実現に向けた現在の

率先行動でございます。 

 (1)ですが、県庁舎や道路、トンネルにお

いて、水銀を使っている蛍光灯や水銀灯か

ら、水銀を使っていないＬＥＤ照明への切り

かえを順次行っているところでございます。 

 ４ページの(2)をごらんください。 

 昨年12月４日に開催した熊本県・熊本市政

策連携会議、これは知事と熊本市長とのトッ

プ会談ですが、そこで知事から熊本市長に対

し水銀が含まれる蛍光管等の分別回収を提案
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し、市長もそれに合意しました。 

 そして、ことし６月５日に、再度の県・市

連携会議があり、水銀の輸出が原則禁止され

る水俣条約が発効する前であっても、熊本県

で排出された水銀は熊本県と熊本市で責任持

って管理しようということで、熊本市は市内

で出てきた水銀について、県はそれ以外の市

町村で出てきた水銀について、その相当量を

それぞれ保管することを合意しました。 

 そして、一番下ですが、ことしの10月１日

から、昨年12月の合意を受け、熊本市が蛍光

管の分別回収を開始したことにより、県内全

ての市町村における蛍光管の分別回収が実現

したところでございます。 

 水銀フリーに関する取り組みの説明は以上

です。よろしく御審議のほどお願いいたしま

す。 

 

○山口ゆたか委員長 次に、報告２につい

て、廃棄物対策課から説明をお願いします。 

 

○坂本廃棄物対策課長 廃棄物対策課でござ

います。 

 資料の５ページをお開きいただきたいと思

います。 

 天草市の天草町高浜地区における株式会社

エコアッシュのプラント建設に係る請願に対

する取り組み状況について御説明をさせてい

ただきます。 

 さきの６月議会の際にも一度御説明をさせ

ていただいておりますが、少し繰り返しにな

りますけれども、事の経緯を少し御説明させ

ていただきます。 

 苓北町にあります株式会社エコアッシュ

が、九州電力の苓北発電所から排出されます

石炭灰を原料としますリサイクル製品を製造

しております。現在は苓北町のみで実施をし

ておりますが、そのエコアッシュのほうか

ら、高浜において新規プラントの設置を行い

たい旨の計画が提出をされております。指導

要綱に基づきまして、施設設置に伴います事

前協議の手続を24年11月に開始をしたところ

でございます。手続の途上、天草市のほうか

ら、生活環境保全上の見地から意見の照会を

いただきまして、意見書を提出していただい

ております。11月20日には、天草市の意見書

に対しまして、株式会社エコアッシュから、

その回答並びに対応書が提出をされまして、

一応協議は終了しております。 

 それと、地元に対する説明の要望がありま

したことから、７月において、防災工事を実

施する上田陶石とともに、住民の方々に事業

者側から説明会を開催されたところですけれ

ども、住民の理解が得られなかったという状

況でございました。 

 その上で、２の請願の対応状況になります

けれども、25年の９月10日に、天草の環境を

守る会のほうから議会のほうに請願書の提出

がございました。同９月30日に、当委員会に

おいて採択がなされております。 

 請願の内容といたしましては、石炭灰リサ

イクル製品の安全性の確認並びに事業者に説

明責任を果たさせることという２点でござい

ました。 

 25年の11月議会におきまして、当委員会に

おいて製品の検査結果を御報告させていただ

いております。重金属の中で５項目、ヒ素、

セレン、フッ素、ホウ素、六価クロムについ

て溶出検査を行いましたが、全て基準内であ

るということを確認した旨、委員会のほうに

御報告をさせていただきました。 

 次に、５月30日に、請願に応えるために、

県主催で住民説明会を開催いたしました。そ

の際、住民の方からいろいろな御意見が出ま

したが、主な意見を申し上げますと、エコア

ッシュの水利用に伴いまして水源へ影響調査

をすべきではないかという旨がありました。 

 この水源というのが、エコアッシュが計画

しております予定地の少し上流のところに皿

山水源ということで簡易水道の水源がござい
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ます。そちらに影響があって飲み水に影響が

あるのではないかという御心配の向きがあっ

たということでございます。 

 ２点目には、県のほうから、紛争解決のた

めに環境保全協定を事業者と地元と結んでは

どうかということを提案させていただきまし

たが、その際、住民の方から、県もその中に

入っていただきたいということが２点目の要

望として上がっております。 

 ３点目には、土壌環境基準に定められてい

るのは８項目あるはずだけれども、11月１日

の委員会に報告したのは５項目ではないかと

いうことで、総水銀、カドミウム、鉛の３項

目の溶出検査が実施されていないのではない

かという御指摘がございました。 

 それを受けまして、次のページをお開きい

ただきたいと思います。 

 ６月24日の６月議会におきまして、その第

１回目の住民説明会の状況については当委員

会に御報告をさせていただいております。次

が10月３日でございますけれども、５月３日

に、先ほど３点の住民の方々からの御意見が

ございましたので、それに全て対応をやりま

して、住民説明会を再度開催したところでご

ざいます。 

 まず、１点目の水銀の影響についてでござ

いますけれども、これにつきましては、専門

家委員、地質学を専門とされる有識者に現地

を踏査していただきまして、影響のありやな

しやについて御判断をいただいております。

その結果、尾根が間に２つあるというような

状況もありまして、影響はないものと推定さ

れるという御回答を得ているところでござい

ます。 

 ２点目について、環境保全協定について、

県として一緒に名を連ねるべきではないかと

いうことについては、県としても立会人とし

て入ると。なぜ立会人かと申しますと、県は

許可権者でございますので、どちらというこ

とでつくわけにはいかないので、ある意味、

行司、仲裁役として、立会人として入ってま

いりたいということで回答をさせていただい

ております。 

 ３つ目の溶出検査の３項目につきまして

は、新たに検査を行いまして、３項目につい

ても全て基準を満たしているということを確

認しております。その旨を説明いたしまし

た。 

 それとともに、株式会社エコアッシュのほ

うからは、前回より踏み込んだ環境へのさら

なる配慮ということで、交通安全対策、例え

ば小学、中学生が登下校いたします通学路等

がありましたり、高齢者に配慮するというこ

とで、速度制限の自主規制をやるとか、そう

いうものについて少し踏み込んだ形での対応

について説明が行われたところでございま

す。 

 住民説明会の結果でございますけれども、

地元住民の意見としては、エコアッシュのプ

ラント事業そのものに反対する意見に終始し

て、特に私どもから説明した内容について生

活環境保全上の見地からの新たな意見はなか

ったところでございます。当日、西岡先生と

泉先生のほうにも御出席をいただいておりま

す。 

 今後の方針でございますけれども、県主催

で住民説明会を２回開催いたしまして、１回

目に出た住民からの意見並びに質問に対しま

して、一応県からはできるだけ丁寧に説明を

行ったところでございます。 

 県議会で採択された請願の趣旨、先ほど申

しましたリサイクル製品の安全性の確認並び

に事業者に説明責任を果たさせることについ

ては、十分対応したものというふうに判断を

いたしております。 

 これにつきましては、当請願の紹介議員で

あります地元３県議の――きょう御欠席でご

ざいますけれども、西岡県議並びに池田県

議、泉県議のほうにも確認をさせていただき

ましたが、３県議とも十分に県のほうは対応
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したということで、一応この請願については

きちんと県の一定の役割は果たしたのではな

いかということを言っていただいておりま

す。 

 それでまた、地元の天草市長からも、県が

十分に説明を尽くして環境保全協定の締結等

の提案等、一歩進んだことも行っているとい

うことについて十分理解を示されたところで

ございます。仮に地元住民の方たちから環境

保全協定の締結の要望等あれば、天草市とし

ても協力するという回答を得たところでござ

います。そういうことを踏まえまして、請願

に対する県としての役割は十分果たしたもの

と判断しております。 

 今後、地域住民の要望があれば、県が立会

人となって天草市の協力を得ながら環境保全

協定等が締結されるよう努め、地域住民の不

安の解消に努めてまいりたいというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

 

○山口ゆたか委員長 次に、報告３につい

て、産業支援課から説明をお願いします。 

 

○古森産業支援課長 産業支援課です。 

 熊本県よろず支援拠点における支援状況に

ついて御報告いたします。 

 経済環境常任委員会報告事項の別冊の商工

観光労働部の資料のほうをお願いいたしま

す。 

 １ページをお願いします。 

 １のよろず支援拠点とは、中小企業や小規

模事業者が抱える売り上げ拡大や経営改善な

ど、経営上のさまざまな悩みの相談に、コー

ディネーターを中心とする専門スタッフがお

話を伺い、適切な解決方法を提案するという

経営相談の拠点です。本年度からの経済産業

省の新規委託事業で、各都道府県に１カ所ず

つ設置しております。 

 ２の熊本県よろず支援拠点の概要です。 

 開設は、本年６月２日です。熊本県を含む

全国40地区で同時に開設しています。残り７

地区も６月30日に開設済みです。国からの受

託者は、熊本産業支援財団です。相談は、コ

ーディネーター１名とサブコーディネーター

４名で対応しております。コーディネーター

は、熊本県中小企業診断士協会会長の鹿子木

康さんです。受け付け時間は、平日の９時か

ら17時までとなっております。 

 支援方針は、１つ目は、売り上げが伸びな

いなどの売りに関する悩みに納得いただける

結果を出すということです。中小企業や小規

模事業者が持っている隠れた強みを見出し、

それを生かしたヒントを提案し、売り上げア

ップ、販路拡大の支援を行います。 

 ２つ目は、相談企業・事業者が抱えるさま

ざまな経営課題にチームを編成して解決する

ということです。相談企業・事業者に最適な

支援機関や専門家が一緒になって課題解決を

図ってまいります。 

 ３つ目は、相談先に悩む中小企業や小規模

事業者の身近な相談窓口となり、相談内容に

合わせて最適の各種支援機関や専門家を紹介

いたします。 

 以上の方針のもと、支援を行っております

が、当然、ここに書いておりますように、産

官学金の関係団体と連携を図っております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 ３の熊本県よろず支援拠点における相談実

績です。 

 ６月から９月までの４カ月間で627件の相

談があっており、そのうち392件が来所され

ています。これは、全国で６番目、九州でト

ップの相談実績となっております。相談のあ

った企業実数は219社です。 

 相談の特徴としましては、従業員数20人以

下の企業が全体の６割を占めており、中でも

５人以下の企業が４割と小規模事業者が占め

る割合が大きいです。業種別では、サービス

業が全体の３割、製造業が２割超を占めてお
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り、この２業種で全体の半分以上を占めてお

ります。相談内容では、売り上げ拡大が全体

の４割であり、一番多い状況です。 

 具体的な相談事例を御紹介いたします。 

 事例の１です。 

 老舗食品加工業者からの相談です。長年地

元に愛され、質の高い商品を製造しています

が、店舗の移転によりまして昔からのお客様

が減少しています。さらに、来年２月には取

引先の大型小売店の閉店が予定されていると

いう内容です。 

 この相談に対しまして、３つの解決策を提

案し、成果を上げております。 

 １つ目は、新しい店舗の地域の方々への認

知度向上、そして、来店を促すため、買いや

すいお試し商品をつくり、さらに試食をプラ

スして、試食プラスお試し商品という流れの

折り込みチラシを作成し、地域の告知を行う

ということです。これを実施しました結果、

来店者数と売り上げに一定の成果がありまし

たので、今後も継続して実施する予定です。 

 ２つ目は、業務用商品としての取引先の開

拓です。 

 これは、金融機関と協力しまして、お茶小

売業の開拓に成功いたしました。 

 ３つ目は、新たな事業形態への経営革新で

す。 

 これは、同社のブランドを生かしまして、

パン屋とコラボしてコラボレーション商品の

試作開発に着手しました。近日中には商品化

の予定とのことです。 

 ３ページをお願いいたします。 

 事例２は、伝統和菓子店からの相談です。 

 古くから地域に愛されている和菓子店です

が、近隣に洋菓子店が出店したのに伴い、売

り上げが減少しているという内容です。 

 この相談に対する解決策として、近隣の施

設のイベントでのＰＲなど、販売促進活動に

取り組むことを提案いたしました。当店で

は、施設のイベントと連動したチラシを活用

し、さらに人気商品の一つを焼きたてで提供

するというサービスなどを実施いたしまし

た。その結果、ちょうど夏休み期間中でした

ので、売り上げは前年比の２倍に増加いたし

ました。このように徐々に効果は上げつつあ

ります。 

 ４のその他です。 

 県内の遠隔地の企業、事業者の利便性に応

えるため、出張相談会を開催しています。７

月の10日、11日に水俣地区の商店街、８月の

25、26日に水俣・芦北地区、10月の24日に八

代地区で開催いたしました。 

 また、先日新聞にも掲載されておりました

が、11月から八代市に県内サテライト経営相

談拠点を開設しまして、月１回の無料経営相

談を実施いたします。 

 産業支援課は以上です。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

○山口ゆたか委員長 次に、報告４につい

て、企業局から説明をお願いします。 

 

○五嶋企業局次長 企業局でございます。 

 報告事項の企業局分の資料の１ページをお

願いいたします。 

 荒瀬ダム撤去に関する取り組み状況につい

て御報告いたします。 

 まず、１のフォローアップ専門委員会でご

ざいますが、去る10月29日に第８回荒瀬ダム

撤去フォローアップ専門委員会を開催しまし

て、上半期の環境モニタリング調査結果につ

いて報告を行いますとともに、平成26年度の

工事内容について説明を行い、了承を得たと

ころでございます。 

 次に、２のダム本体等撤去工事の進捗状況

でございます。 

 ①の現在までの施工状況ですが、洪水吐き

ゲート３門と門柱上部２基の撤去を９月まで

に完了しております。 

 ②の今後の予定につきましては、前回報告
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しましたとおり、本体みお筋部を撤去するこ

とにしておりまして、既に11月から撤去に着

手しているところでございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 ３のみお筋部の撤去につきまして、工事の

手順に沿って説明いたします。 

 まず、手順１ですが、最初に上の図の緑で

示している工事用道路を設置いたします。 

 続きまして、今年度は河川内において水面

以下での作業が発生いたしますことから、安

全、確実に施工するため、ダム下流に締め切

りコンクリート擁壁を打設いたします。中段

の図で濃い青で示している部分になります。 

 次に、手順２ですが、発破による取り壊し

を行います。 

 下の図は、ダム本体の断面図になります。

左が上流で右が下流となります。①から⑦ま

での７つのブロックに分けて順番に取り壊し

いたします。 

 ３ページをお願いいたします。 

 写真は、昨年度の制御発破の施工状況です

が、今回もこのような制御発破を行い、コン

クリートにひびを入れ、大きな固まりはブレ

ーカーで壊しながら撤去してまいります。 

 続いて、手順３です。 

 取り壊しましたコンクリート殻は、導水ト

ンネルに一部埋め戻すこととしております。 

 続いて、手順４です。 

 左の写真は、約60年前の建設当時の写真

で、右の写真は現在の写真ですが、建設当時

は水を締め切るため使用した矢板等が現在も

そのまま残っております。このままでは川の

流れの支障となりますので、これも撤去いた

します。 

 ４ページをお願いいたします。 

 上段の写真は、昨年度に設置いたしました

濁水処理施設と汚濁防止膜です。 

 今年度も、このような対策を行い、環境に

配慮しながら工事を行ってまいります。 

 みお筋部撤去につきましては、急流球磨川

の水を遮り、川底まで掘り進む難工事となり

ますので、安全や環境に十分配慮しながら施

工してまいりたいと考えております。 

 説明は以上でございます。 

 

○山口ゆたか委員長 以上で報告の説明が終

了しましたので、質疑を受けたいと思いま

す。質疑はありませんか。 

 

○城下広作委員 水銀のことに関してなんで

すけれども、回収された水銀というのは、ど

ういう感じで保管されているのか、ちょっと

保管状況を教えていただきたい。 

 

○正木環境政策課長 ４ページの暫定的な保

管ということでよろしいでしょうか。 

 こちらについては、平成26年６月の県・市

の政策連携会議で市長との合意をしまして、

現在、どこでどういうふうに保管するかとい

うのは県の施設ではやりたいということで考

えているのですが、まだ検討中のところでご

ざいます。 

 

○城下広作委員 現在、水銀灯とかなんと

か、回収されているその水銀とかそういうも

のは、現実に今回収されている水銀は、どう

管理されているのかということです。 

 

○正木環境政策課長 現在は、水俣条約は発

効しておりませんので、まだ輸出が可能な状

態となっております。ですので、回収された

水銀は、水銀の含有する、例えば蛍光灯に使

われるだとか、あるいは輸出されたりされて

いるところでございます。 

 

○城下広作委員 ということは、今現在は、

まだこれが決まるまでは、水銀というのは、

まさにどういう状況で、どのくらいの量があ

って、どういうふうに処理されているかわか

らないということですよね。 
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○坂本廃棄物対策課長 水銀についての保管

は、通常、99.999％ぐらいの純度をする工場

としては日本にはそういっぱいはありませ

ん。野村興産のイトムカというところの工場

でほぼやっているというのが大勢だと御理解

していただいて結構かと思います。 

 その中で金属水銀をどう保管するかという

と、鉄器の器がありまして、鉄だけは化合し

ないんですね。ほかの金属類は全部合金化さ

れますので、物すごく使い勝手のいいのが水

銀なんですね。ただし、鉄だけは化合しませ

んので、鉄の容器に入れて水銀として保管を

しているというような状況が今ございます。

ほとんどが今イトムカのほうに保管をされて

おりまして、必要に応じて海外に輸出された

り、先ほど正木課長のほうから御説明しまし

たように、蛍光灯とかなんとかに使ったりと

かいろんな形で使っているというような状況

がございます。 

 ただ、今後、水銀会議の中では、そういう

金属水銀そのものの輸出も原則禁止されます

ので、それとか、そこの中に水銀が含まれる

製品等についても、製造、輸出が禁止されま

すので、その辺をどうするかということを今

議論しているということでございます。 

 

○城下広作委員 じゃあ、先ほど――身近に

は、医療の体温計とか、それとか学校の照明

とか、ああいうのは結構水銀を使ってあるん

ですよ。あれは、今は全部が全部そこにちゃ

んと行ってるとは限らないんですよ。正直言

って、その数全体を正しく把握できてるかと

いうと、それは無理だと思っています。どう

保管されているのかわからない状況、だから

手をつけるんですけれども、恐らく今の状態

でも結構ずさんな形でどこかに仮置きされた

りとか、ある意味では、液体の分といいます

か、という部分は容器にためているとかとい

うことばっかりされてない可能性も十分ある

のではないかということで、そういう実態の

調査というのはしてあるんですか。 

 

○坂本廃棄物対策課長 昨年の２月の委員会

で、当初予算で私どもも予算をいただきまし

て、調査を今実施しているところでございま

す。 

 先生がおっしゃるように、ずさんにという

か、今水銀そのものは廃棄物じゃないんです

ね。だから、例えば蛍光灯を破砕しまして埋

め立てても違法ではない。 

 ただし、今度の水銀会議では、そういうこ

とをきちんと環境に負荷を与えないようにし

ていきましょうという形になりましたので、

それに対応する対応を国のほうは国のほうで

一生懸命基準づくりをやっていますし、県は

県として、率先的に何がやれるかというのを

今議論しているということなので……。 

 

○城下広作委員 だから、違法じゃないから

そのまま埋め立てるという、放棄するという

こともあるという可能性は高いということで

すたいね。 

 

○坂本廃棄物対策課長 今のところ埋め立て

ても違法ではありませんので、埋め立てられ

ているところもあるというふうに思っていた

だいて結構です。ただ、基本的には、破砕を

するときに水銀をできるだけ抽出するという

ところに今各自治体とも出していらっしゃい

ますので、そういう努力はかなり自治体では

進んでいるというように御理解をいただけれ

ばと思います。 

 

○城下広作委員 大事なのは、今からしっか

りそういうことができなくなるから、それま

でには腹いっぱい捨てとこうというふうにな

ることが問題であって、ちゃんとやっぱり今

の段階でも、もう既にそういう条約を締結し

てそういう機運を高めているわけですから、
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今の段階からそういうような形で管理をしっ

かりやろうということが大事ではないかとい

うことを私としては結論的に言いたいわけで

あって、今の状況も大体全部わかっておりま

す。わかった上で全部聞いて、だから、でき

るまでの間に大変なことがあるということを

ちょっと心配して言ってる状況でございます

ので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 

○重村栄委員 今の城下先生の質問に関連し

てですけれども、県の管理下にあるその水銀

を使っている照明とかを含めて、どのくらい

の数あるんですか。 

 

○山口ゆたか委員長 わかりますか。 

 

○正木環境政策課長 済みません。幾つ――

管財課のほうでこの回収事業をやっておりま

すが、この蛍光管も全て性質上含まれている

ので、何本あるかというのは、済みません、

ちょっと今のところ把握しておりません。 

 

○重村栄委員 把握してないということは、

何年かかるかもわからないんですね。今後何

年ぐらいかけて全部かえるかというのは。 

 

○正木環境政策課長 ３ページの下のほうに

ありますが、今年度は、県庁舎でいいます

と、新館と警察棟、球磨総合庁舎でＬＥＤに

切りかえるということを管財課のほうでやっ

ております。4.8億円程度かかると。 

 

○重村栄委員 あとは。 

 

○正木環境政策課長 あとは、県庁舎の本

館、あとその他の県の出先等があろうかと思

います。 

 

○重村栄委員 道路照明関係とかは。 

 

○正木環境政策課長 済みません、４ページ

に書いて……。 

 

○重村栄委員 数はわからない。その計画も

はっきりしてない。 

 

○正木環境政策課長 済みません。数のほう

は、現在私どものほうでは把握しておりませ

んが、今年順次入れかえをやっていくという

ことで、今年度道路保全課のほうで5,300万

円の予算で入れかえていってるところでござ

います。 

 

○重村栄委員 委員会で説明するので、管財

課が所管してますじゃなくて、やっぱりこの

担当している部署も、どのくらいの数がある

のか、その辺は把握しとかないと、説明が中

途半端になると思うので、ちょっとしっかり

把握しといてください。 

 それと、今後どのくらい年数かかるのか、

全部かえてしまうのに、それと、どのくらい

費用が発生するのか、そういったものも把握

して説明してもらったほうがいいんじゃない

かなと思います。 

 

○鎌田聡委員 先ほどの説明で、県の分につ

いては、県の――熊本市以外のやつですね、

の蛍光管から取り出される水銀は県の施設で

保管ということですけれども、どのくらいの

量を想定して、どういう場所で今考えられて

いるのか、県の施設。 

 

○正木環境政策課長 こちらについては、今

の試算では約500ミリリットルぐらいが熊本

市以外の市町村から出る水銀量だと考えてお

ります。500ミリリットルで、管理する上で

は鍵のかかるような保管庫に保管しておれば

特別な免許がなくても保管できるということ

ですので、現在、県施設の中で、県庁も含め

てですけれども、どこに保管するかというの
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を検討しているところでございます。 

 

○鎌田聡委員 500ミリリットルぐらいで済

むんですか。 

 

○正木環境政策課長 主には、蛍光管から出

される水銀、体温計から出される水銀、血圧

計から出される水銀とありますが、蛍光管の

ほうは排出量は多いんですけれども、水銀含

有量はほとんどありませんので、また体温

計、血圧計はそんなに廃棄される量がありま

せんので、県全体で見ても、熊本市を除けば

約500ミリリットル程度でございます。 

 

○鎌田聡委員 これも、だから先ほどの説明

でいくと、鉄の器の中に入れておくというこ

とですね。これはずっととっとかないかぬと

いうことですね。 

 

○正木環境政策課長 鉄じゃなくてもガラス

でも出ていくことはないので、そういう方法

もあろうかと思います。国のほうで、そもそ

も輸出を禁止された後にどういうふうに最終

処分していくかということは今まさに議論さ

れていくことになりますので、これずっと県

で持ち続けるのか、それとも何らかの最終処

分の方法が示されればそれに従うのかという

のは今後考えていくことかと思っておりま

す。 

 

○鎌田聡委員 わかりました。 

 

○橋口海平副委員長 先ほどの県有施設の照

明なんですが、ＬＥＤ等の照明ということな

んですが、県内の企業の中にも照明で頑張っ

ている会社がいると思いますので、そういう

ところもしっかりリサーチして、できればそ

ういう地場産業を使っていただきたいと思い

ます。 

 

○山口ゆたか委員長 ほかにありませんか。 

 

○城下広作委員 よろず支援拠点のことなん

ですけれども、全国で６番目、九州で１番

で、大変それはいいことなんですけれども、

この相談の件数のうち、熊本市内に当然ある

ものですから、市内外の比率では大体どのく

らいですか。 

 

○古森産業支援課長 済みません。市内外と

いう分け方では、ちょっとデータ的にまだ整

理しておりませんので、申しわけありませ

ん。 

 

○城下広作委員 ぜひ分けてもらいたいと思

います。 

 それはなぜかというと、やっぱり相談した

い企業は県下いっぱいありまして、中心部に

いつもあると。いつも何でも中心部に１カ

所、これは仕方ないんですけれども、予算の

関係とか、全国でもまだ各都道府県に１カ所

というような形ですから、これはこれで。 

 だけど、いつも地方創生と言いながら、別

の話で済みません。何でもやっぱり相談は真

ん中に１カ所、みんな真ん中に寄るようなシ

ステムになるから、人は端っこから真ん中に

寄るような仕組みが今の世の中でございま

す。これは、こういうことを考えれば――や

っぱり後でちゃんと後ろに出前があってやる

ということでわかっております。 

 だけど、いつも仕組みというのは、こんな

発想がいつもやっぱりあって、結果的に身近

なものが身近なところに集まり、やっぱり何

でも条件がいいところにという、こういうこ

とがやっぱりあるから、ある意味では、私

は、市内というか周りのほうがもっと経済的

に厳しくて、本当は相談したい人がおるんだ

けれども、需要と供給、人口が多いから、需

要供給といっても市内が多いかもしれません

けれども、配慮というのは常にやるという。 
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 だから、出前という形、しっかりとやって

いただきたいし、出前には、この有名な方か

よくわかりませんけれども、この方が行くの

か、違う人が行くのかもわかりませんけれど

も、やっぱりこのサブという形の分とか何か

そういうふうにならないように、ぜひ、市内

外の数でどうだったのかなと。市内がこれで

９割だったのであれば、郡部の人はなかなか

来にくい。情報があっても行きにくいという

のは、せっかくやっても――本当に100満点

というふうになってもらいたいという意味で

意見を述べさせて――よろしくお願いいたし

ます。 

 

○古森産業支援課長 まさにおっしゃるとお

りだと、私どもも始めまして感じておりまし

て、やはりこれだけ小規模５人以下が多いと

いうのは、なかなか熊本市内にはちょっと来

にくいという面があります。 

 ですから、ここにも書いておりますよう

に、出張相談に行くのはもちろんですけれど

も、最初は来所とか電話で相談いただいて

も、場合によっては現場に行くと、そういう

ことも今幾つかしております。そして、今上

がっておりません県北のほうでも実はちょっ

と要望がありまして、出張相談をする段取り

で今準備を進めております。そういう形で、

やはり小規模の方に特に対応できるように、

そういう形は今工夫をしております。 

 さらに、どういう方が相談に行ってるかと

いうことなんですが、このコーディネーター

とサブコーディネーターで組んで参っており

ます。サブと書いていますのは、ただ、サブ

というので軽いという意味ではなく、専門分

野がそれぞれあります。コーディネーターの

方がオールマイティーというわけではありま

せんので、例えば経営に強い方、ＩＴに強い

方、商品開発に強い方とありますので、相談

内容に応じましてそれぞれ組んで出張相談に

行くという形で、できるだけ今まで表に相談

できなかった方たちのニーズに応えるような

今工夫をしております。 

 

○城下広作委員 課長の答弁でよく熱意がわ

かりましたので、しっかり頑張ってくださ

い。 

 

○古森産業支援課長 ありがとうございま

す。 

 

○重村栄委員 １つ要望してよろしいです

か。 

 

○山口ゆたか委員長 はい、どうぞ。 

 

○重村栄委員 今の古森課長の話で、北のほ

うもやっていただくみたいなので安心したん

ですが、できればもう少し細かく、例えば振

興局単位とか、あるいは地区地区の商工会議

所だとか商工会とか、そういったところと連

携して、少し細かくエリアを決めてやってい

ただくとなおいいんじゃないかと思いますの

で、検討していただければと。 

 

○山口ゆたか委員長 ほかにこのよろず支援

拠点について御質問はありませんか。 

 なければ、そのほかにはありませんでしょ

うか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○山口ゆたか委員長 それでは、質疑を閉じ

たいと思います。 

 それでは最後に、その他に入ります。 

 皆さんも御承知のように、きょうは報告に

かかわる関係部署しか来ておりませんけれど

も、何かございましたら、その他を受けたい

と思います。何かございませんでしょうか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○山口ゆたか委員長 なければ、以上で本日

の議題は全て終了しました。 

 それでは、これをもちまして第６回経済環
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境常任委員会を閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 

  午前10時39分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 

  経済環境常任委員会委員長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


